
マルハニチログループ各社様 御中 

【2024年9月】 直営・グループ内 技能実習/特定技能 監理・支援活動 

 

◆トピック （文責：西日本支部主任 中川）※受入れ開始時期順 

【㈱ヤヨイサンフーズ九州工場様】 

・特定技能外国人より現場で人間関係に問題があると相談を受けた。ヒアリングを行い、現場に確認してもらったと

ころ、本人の思い込みによる誤解であることが分かった。後日、現場巡回を行い、管理者から注意されたことに対し

ていじめられたと誤解したことが分かった。本人にも情報共有を行い、何か問題があれば組合へ報告するよう伝え

ている。 

 

【下関工場様】 

・8 月末と 9 月初旬にたて続けに特定技能外国人による労災が発生した。既に現場で再発防止の対策をとって頂い

ているが、弊組合としてもこれ以上の労働災害を発生させるわけにはいかない為、工場様のご協力のもと、現場で

のリスク箇所を特定して対策を取る取り組みを行う。 

・特定技能 2 号の管理業務について、男性は既に管理業務を実施しており、女性は実施していないことが分かった。

来年 1 月の試験は、2 年間の管理業務経験者がいない為、受験者はおりません。 

 

【㈱マルハニチロ九州様】 

・31 期生の専門級試験が 10 月 8 日に行われる事となった。日々、筆記試験の為の勉強を行い、実技練習を３回実

施した。8 名全員が合格となった。 

・特定技能 2 号の管理業務について、既に管理業務を実施していることが分かった。来年 1 月の試験は、受験希望者

はいないので、5 月の受験を行う予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あさひねっと協同組合 

西日本チーム(広島県) 

監理・支援活動風景 

【スタッフ独り言】特定技能 1 号は上限が 5 年間である。管理業務を 2 年間以上行わなければならないので残存期間の短い人は採用しないようにしなければならない。（中川） 

技能評価試験練習（MN 九州） 

宿舎風景（YSF 九州） 

特定技能外国人入国（MN 下関） 


